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＜注意事項＞
【利用資格について】

FOCUSスパコンの利用については、日本国政府が定める「外国為替及び外国貿易法」等安全保障貿易管理に関係する法令により、
スーパーコンピュータ利用の制限が適用されない人員かつ日本国内の居住者のみが利用資格を持ちます。以下を必ず確認してください。
全従事者は、日本国内の居住者であること（1.～4. のいずれかに該当）、
   1. 日本国籍を有する者でありかつ日本国に居住する者
   2. 日本国籍を有する者でありかつ日本の在外公館に勤務する者
   3. 日本国籍を有しない者でありかつ日本国内にある事務所に勤務する者
   4. 日本国籍を有しない者でありかつ日本国に入国後６か月以上を経過している者
かつ特定類型（5.～7.）に該当しないことを確認してください。
   5. 外国法人等や外国政府等と雇用契約等を締結している者（特定類型1）
   6. 外国政府等から年間所得の25％以上の利益を得ている（または得ることを約束している）者（特定類型2）
   7. 日本での行動に関して外国政府等から具体的な指示や依頼を受けている者（特定類型3）

【申請書に添付する身分証明書（写し）について】
全従事者について、各従事者の所属法人（所属法人、以下同じ）が発行する顔写真付き身分証明証（社員証の両面）の写しを添付してください。
顔写真付き身分証明証とは、以下の記載が存在し、所属法人が従事者の身分を第三者に対して保証していると判断できるものをいいます。
   1.従事者の氏名と顔写真　　2.所属法人名　　3.所属法人が従事者の身分を認める旨の記述
上記顔写真付き身分証明書を提出できない場合は、所属法人が発行する顔写真なし身分証明書（社員証、在籍証明書等）
および以下の財団が指定する顔写真付き身分証明書の写し（いずれか1点）を添付してください。
   1. 運転免許証　　2. 旅券　　
   3. マイナンバーカード（顔写真付き表面のみ。個人番号通知カードは不可）
   4. 在留カード　　5. その他財団が認めるもの
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